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くらし      2面 イベント      3・5面

住宅・まちづくり      2面 施設      5面

福祉      3面

こども・教育
      4・5面

保健・衛生      6・8面

新型コロナ関連情報      7面

11月は児童虐待防止月間

　東京都では、親と暮らすことのできない
子どもたちを一定期間、家庭に迎えて養育
していただく「養育家庭（里親）制度」を推進
しています。
　「里親月間」の期間中、里親制度普及のため
のパネル展や里親体験発表会を開催します。
★区では、「新宿区子どもショートステイ協
力家庭」を募集しています。詳しくは、お問
い合わせください。

【日程】１１月１7日㈫～１2月１3日㈰（休館日
を除く）
【会場】中央図書館（大久保3―１―１）
【内容】里親制度、養育家庭体験談等のパネ
ル、関連図書・資料の展示

【日時】１１月2１日㈯午前１０時3０分～午後０
時3０分（午前１０時開場）
【会場】四谷区民ホール（内藤町８7）
【内容】DVD上映、養育家庭（里親）体験発
表、個別相談会ほか
※保育を希望する方は、１１月９日㈪から電話
で子ども家庭支援課総合相談係へ。先着４名。

　心配な子どもや保護者を見か
けたら、できるだけ「どうしまし
たか」と声を掛けてください。ま
たは、子ども総合センター・子ど
も家庭支援センターにご連絡く
ださい。
　あなたの一言が、親子を救うき
っかけになります。

体罰などによらない子育てを

周りの行動が親子を救います

子育てに困ったら

まず ご相談ください

　１１月25日㈬から、区内児童館・子ども家庭支援セ
ンター・親と子のひろば・区立図書館・保健センター
等で児童虐待防止周知グッズ（組立式ペンギン貯金
箱）を配布します（無くなり次第終了）。

児童虐待防止を知ってもらうために

周知グッズを配布します

子ども虐待防止
オレンジリボン運動

センター（所在地） 電話・ファックス
信濃町（信濃町20） ☎（3357）6855・㋫（3357）6852
榎町（榎町36） ☎（3269）7345・㋫（3269）7305
中落合（中落合2-7-24） ☎（3952）7752・㋫（3952）7164
北新宿（北新宿3-20-2） ☎（3362）4152・㋫（3365）1122

■ 子ども総合センター ☎（3232）0675
　 新宿7―3―29、新宿ここ・から広場内
　 午前8時30分～午後7時（日曜日・祝日は午後5時まで）

■ 児童相談所 ☎1
いちはやく

8 9（全国共通3桁ダイヤル）
　 24時間受け付け

■ 子ども家庭支援センター
　 月～金曜日、午前8時30分～午後5時

相談先
あなたの子育ての力になります

★ 養育家庭（里親）体験発表会

★ 養育家庭（里親）普及パネル展

10月・11月は 里親月間

　子どもは、たたかれたり怒鳴られたりすると、一時
的に言うことを聞くかもしれませんが、それは恐怖
心から行動したものであり、言うことを理解したわ
けではありません。
　さらに、体罰は子どもの心身に以下のような悪影
響が生じる原因になる可能性があります。
▶感情をうまく表せなくなる
▶一つのことに集中できなくなる
▶暴力などにより他人に自分の要求を強制してもよ
いという意識が刷り込まれる
　一方、親が関わり方を変えることで、子どもの心身
に生じた悪影響は改善できます。子育てに悩みがあ
る方は、お早めにご相談ください。

新型コロナの感染状況により、今後、
イベント等を中止・変更する場合があります

　最新の情報は、新宿区ホームページまたは各主催者・各施設に直
接、ご確認ください。

　「子どもが言うことを聞いてくれなくて、たたいたり怒鳴
ったりしたくなる」「子育てで時々、どう育ててよいか分か
らないときがある」といったことは、決して特別なことでは
なく、同じように悩んでいる人はたくさんいます。子育てに
少しでも困ったら、ご相談ください。

【問合せ】子ども家庭支援課総合相談係☎（3232）0675・
㋫（3232）0666へ。
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